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アセスの簡略化の要件
【合理化ガイドライン】（甲２・3頁）

１ 環境影響の低減（現状非悪化）
「火力発電所リプレースのうち、本ガイドラインがその対象とするものは、

リプレース後に、発電所からの温室効果ガス排出量、大気汚染物質排出量、水質汚濁物質排出量及び
温排水排出熱量の低減が図られる（温室効果ガス排出量以外の項目については現状非悪化となる場合
も含む。）事業（・・・）であって、かつ、

対象事業実施区域が既存の発電所の敷地内又は隣接地に限定される等により、土地改変等による環境
影響が限定的となり得る事業である。」

２ 適切な設備利用率の設定による新旧排出量の比較（甲２・１５頁）

「排出量の年間値は、リプレース前については当該発電所の運用経歴を考慮の上、適切な設備利用率
を設定し、リプレース後については想定し得る最大の設備利用率を用いて算出する。なお、「適切な
設備利用率」は以下のことを考慮して個別に判断する。

・・・個別発電所ごとに事業者が設定し、その設定根拠を明らかにするものとする。」
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事業者は旧施設の稼働率を「71.3％」として新旧の排出量を比較した

（⼄８・486⾴）

なお、硫⻩酸化物の年間値は後
⽇修正された（既設稼働時、新
設稼働時とも2倍の排出量に修
正。甲１６６）。左の表は修正
前のものである。
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昭和45年の汚染物質排出量との比較をもとに「低減」とした
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旧石油火力発電所の稼働率（原告準備書面13・19頁）
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現実の環境影響からかけ離れた比較（温排水）

• 温排水による環境影響に関する以下
の比較も、旧発電所の3～8号機がフ
ル稼働していることを前提に算出し
ている。

「旧発電所 ６４０℃・㎥／s 
新発電所 ３９９℃・㎥／s」

• 旧発電所３・４号機の稼働だけを前
提とすると以下の排出量になる

「旧発電所 ２１４℃・㎥／s」

・稼働の低迷で、温排水の排出量（絶
対値）も大きく減少していた。 5

（乙８・３９頁）



「最大設備稼働率での稼働時との比較を否定していない」
（原判決１３６頁）

【原判決の誤り】

• たしかに「否定」していないが、あくまで現実の環境影響が低減（非悪
化）することが簡略化の要件。

• 最大稼働時の排出量が現実の環境影響とかけ離れているケースについてま
で、最大稼働時を前提とした比較を許容する趣旨ではない。

【原判決の一節】

• 「直近の稼働時と比較して現実の環境影響が低減することを求めるもので
はない」（原判決１３７頁）

• しかし、「直近でなくてもいい」との理由で、およそ５０年前の環境影
響との比較が許容されるはずはない。
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「環境影響の程度を把握するに当たって、環境負荷の実績値のみ
を根拠としなければならない理由はない」

（原判決１３７頁）

• 【原判決の誤り】

• しかし、発電所アセス省令と合理化ガイドラインが念頭に置いているのは、
あくまで旧発電所が現実にもたらしていた環境影響であり、それとの比較
である。

• 環境負荷の程度を合理的に推定することが許容されるのは当然である。し
かし、現実の環境影響をおよそ反映しない、架空の環境影響との比較をも
とに「低減」とすることは許されない。
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